
（平成２４年度総会資料） 

（  1 ） 

 日 時 平成２４年４月１８日（水曜日）午後１２時３０分から３時 

 場 所 橿原観光ホテル 

 議 題 

１．議長選出 

２．代表挨拶 

３．平成２３年度の活動を振り返って 

４．平成２３年度 会計報告 

５．平成２３年度 会計監査報告 

６．平成２４年度の活動（案）について 

７．平成２４年度予算案（案）について 

８．役員の改選および会則の変更について 

10．その他 

 

<<第１号議案>>. 平成２３年度の活動を振り返って 

ＰＶＣ六樹会パソコンサロンの活動も、平成２２年度に「健やかサロン橿原教室」を、平成２３年度には、

長浜さん・松本さんの働きがけで「健やかサロン・宇陀教室」を開設して、発足以来、みなさんとともに一

歩一歩確実に進めて参りました。総会に際して、この１年間の活動を振り返り、今後の活動に生かしたいと

思います。 

（１） 「六樹会サロン」 

皆さんとともにパソコンの勉強会（六樹会サロン・基礎科）を最初に開催したのは平成２１年６月でし

た。それから、六樹会サロン・基礎科は補習講座を含めて３０数回開催し、平成２２年７月から１年間

応用科として開催し、昨年７月に、当初予定していた一連のカリキュラムを終えました。そして、世話

役の方から皆さんの要望を聞き出して頂き、時には復習を、時には時の話題をテーマに開催していると

ころです。平成２３年度の実施回数は１９回であり、出席率は年間通じて８９％でした。 

皆さんは、もうすでにパソコン操作についてはかなり上達をしており、単にパソコンの勉強が目的でな

く、講座終了後の昼食会を楽しみに、親睦を兼ねて「六樹会サロンン」に参加されている方もおられる

のではないでしょうか。 

平成２４年度からは新たなメンバーを迎えこともあり、約３年間にわたりパソコンの学習を終え、パソ

コンを身近なものにされたことと思い、３月２８日に、平成２３年度の「六樹会サロン」を終えるに当

たり、修了証書と記念品をお渡し、一区切りを付けたところです。 

（２） 「健やかサロン（橿原教室・応用科）」 ⇒ 橿原教室１期生 

平成２２年４月に１期生として２コース２４名の方をお迎えして「健やかサロン・橿原教室」がスター

トしました。そして、基礎科・前期途中で１名、基礎科・後期開催時に１名の辞退者があり、昨年１月

以降に２名の実質の辞退者がありました。そして、基礎科修了時に４名の方が基礎科で一区切りを付け

ることになりました。結果として、応用科には１７名の方が進まれました。 

講座内容については、１昨年度の「六樹会サロン・応用科」のテキスト・実施状況を見直し、やや「六

樹会サロン」より易しく設定しました。また、メールの復習に特定して、補習講座を開催しました。補

習講座を含めて２５回の出席率は９１％でした。 

応用科後期開催に当たり残念ながら１名の辞退者がありました。辞退者は、時間がなく応用科に進むか

否か非常に悩まれていた方であり、前期の途中から欠席が多くなり、結果的に講座についていけずリタ

イアされました。結果として、１６名の方が、当初、予定のカリキュラムの基礎科・応用科を修了され、

３月２１日に修了証書とともに記念品をお渡ししました。詳細については、本年度の計画で述べますが、

１６名全員が研修科に進まれました。 
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（３） 「健やかサロン（橿原教室・基礎科）」 ⇒ 橿原教室２期生 

１期生同様に、昨年２月下旬に、財団法人・健やか支援財団から「まほろばシニアリーダーカレッジー

（８期生）」に募集チラシを配布して頂くとともに、関係者へ募集チラシの配布をお願いしました。ま

た、２月末に「すこやかなら」の募集案内を掲載して頂き、募集を行ったところ、３月中旬までに１６

名の方の応募を頂き、先着順に１２名の方の受講を決定しました。漏れた方の中に、カレッジ８期生と

ＰＶＣ六樹会のメンバーからの紹介者がおり、役員会で検討の結果、２名を追加して１４名でスタート

しました。 

予定の募集人数は、確保できましたが、カレッジ８期生の応募

（６名位）がなかった場合には、募集人員の確保が難しいとこ

ろでした。今年３月末で、健やか奈良支援財団が解散したとこ

ろであり、今後の募集に際して、何らかの対策が必要かと思い

ます。 

なお、会場は、昨年に引き続き橿原市立畝傍地区公民館をお借

りする予定で募集を行いましたが、ＷＩＭＡＸ（無線でのイン

ターネット接続サービス）のサービス地域が拡大し、教養文化

室でもインターネット接続が可能となり、財団のご協力を得て、

５月から会場を教養文化室に変更しました。 

講座内容については、１期生とほぼ同様ですが、テキストは新たに Windows７（Office2010）をベース

に Windows Vista（Office2007）を併記するように改版しました。 

後期も１４名でスタートしたところ、後期２回目から突如欠席された方がおられ、理由を確認すると新

たに仕事に就くことになったとのことで、後期からは辞退扱いにして、徴収した後期受講料を返還しま

した。また、後期途中で白内障の手術をされたためリタイアされました。結果として、１２名の方が基

礎科を終えられ、全員が応用科に進まれました。なお、途中、宇陀教室の受講生が職場（教養文化室の

隣の部屋）の関係で、橿原教室で受講されましたが、応用科については、職場の閉鎖もあり、宇陀教室

に参加されます。全体の出席率は、９７％でした。 

（４） 「健やかサロン（宇陀教室・基礎科）」 ⇒ 宇陀教室１期生 

長浜さんが、宇陀教室の立ち上げを考えられて、１昨年夏ごろから会場探しをされました。宇陀教室の

会場で問題となるのが、会場借用とともにインターネット環境の借用です。色々と関係機関との交渉の

結果、「宇陀市ふるさと元気村（宇陀市文化芸術活動体験交流施設）」の借用が可能となり、宇陀地区

のメンバーに提案したところ、場所的な問題の指摘があり、再考することになりました。その後、松本

さんの知人のご協力を得て、近鉄榛原駅前の「宇陀市商工会館」の会議室の借用が可能となり、宇陀教

室の開催に向かって動き出しました。 

募集に当たっては、長浜さんが市役所に働きかけ、昨年の３月号の広報に半ページを割いて募集案内を

掲載して頂きました。その結果、３４名の方の応募はがきを受領し、その後も３０数件の電話照会があ

りました。受講者決定においては、募集要項の先着順を重視し、会場の都合もあり、２月２８日に応募

はがきを受領した１４名の方に決めました。その後、開講前の案内を差し上げたところ１名の方がＸＰ

であり辞退をお願いして、１３名でスタートしました。受講者決定に関して、受講希望者から市役所広

報担当に苦情もあり、宇陀市役所から次年度以降の募集方法については、再検討をするようにご指導を

頂きました。それにしても、広報の力を見せつけられたところです。 

講座内容については、橿原教室と同じであり、講座の遅れから３月３０日に補習講座を行い、合計２５

回開催し、基礎科の講座を終えました。また、開催に際しては、飯田さん、澤岡さん、長浜さん、松本

さんの４名が毎回サポータとして、自ら開設した教室を強く意識されて参加されました。 

受講生の動向としては、１回だけを受講して辞められた方、６月中旬母の看病のために時間がなく辞め

られた方と前期で２名の方がリタイアされました。また、職場の関係で、橿原教室に変わられた方がい

るとともに新たに後期から参加された方がおられ、後期は１１名で開始しました。途中から地元自治会
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の役員をされている関係で欠席がちになられた方がおられましたが、１１名の方が基礎科を終えました。

年間出席率は、９１％でした。 

なお、１月以降の会場は、確定申告の関連から宇陀市商工会館の借用が出来なくなり、宇陀市中央公民

館・榛原分室をお借りしました。昨年秋のインターネットの情報では、宇陀市におけるＷＩＭＡＸのサ

ービス開始は、平成２３年末と掲載されていたのですが、実際のサービス開始は、３月中旬であり、今

年に入ってからのＥｘｃｅｌの講座は、インターネット環境のない中での開催でした。 

（５） その他の活動 

１昨年度と同様に、健やか奈良支援財団の要請に答えて、カレッジ９期生の講座の「先輩に学ぶ」にお

いて，ＰＶＣ六樹会の活動状況を紹介するとともに、奈良教室・橿原教室から合計１２名の方の見学を

受け、昨年以上の充実した意見交換を行い、活動の見直しの場にもなりました。 

<<第２号議案>>. 平成２３年度 会計報告 

平成２３年度の会計報告は、次の通りです。（別紙１参照） 

<<第３号議案>>. 平成２３年度 会計監査報告 

会計監査担当から、報告をお願いします。 

<<第４号議案>>. 平成２４年度活動計画（案）について 

本年度も、昨年度の活動を振り返り、皆さんのご協力を得て、活発な活動を進めたいと思いますから、よろ

しくお願いします。なお、本年度の基本的な活動の内容については、募集の関係もあり、役員会の開催の都

度、六樹会サロンにおいて皆さんにご報告をしているところです。総会に際して、今一度、取りまとめを行

い、記録に残したいと思います。 

（１） 六樹会サロン 

本サークルの活動は、「六樹会サロン」と「健やかサロン」が両輪であり、今年度においても皆さんの

ご意見・ご要望をお聞きして、会員のパソコン技術の向上と親睦を兼ねて開催します。 

本年度は、新たな会員の参加もあり、これまでの「六樹会サロン」の在り方を見直し、「健やかサロン」

のサポートに必要な技術の習得と時節にあったテーマに取り組み、パソコンの楽しみを広げるとともに、

親睦を重視した集いにしたいと思います。 

本年度の日程は、「健やかサロン・橿原教室」の日程を優先したために、今ま

で、第２・第４水曜日午前に開催していましたが、午後開催となることをご了

解願います。六樹会サロン終了後の昼食会が出来なくなりますが、何らかの方

法で懇親の場を設けたいものです。また、会場は、社会福祉センタ２階のボラ

ンティアルーム(無料)を基本とします。（予約状況により変更があります。） 

（２） 健やかサロン（橿原教室・研修科） ⇒ 橿原教室１期生 

昨年末に、橿原教室・応用科の受講生から、応用科終了後について質問があり、役員会で検討をして、

応用科の再受講とＰＶＣ六樹会への参加を説明したところ、１６名全員が応用科の再受講を希望され、

本来の応用科の方を合わすと２８名となり、本年度限りの処置として、１６名のための研修科を設ける

ことにしました。 

当初、佐渡さん、藤崎さん、藤村さんの３名が、ＰＶＣ六樹会に参加を表明されていましたが、結果的

に、佐渡さん一人が、我々とともに活動することになりました。 

講座内容は、基本的には応用科の復習ですが、出来る限り、受講生の要望を聞き、六樹会ソロンでの講

座内容も適時組み込みたいと考えています。なお、会場は、基本的には社会福祉センタ６階第３会議室(有

料)を予定しています。（予約状況により変更があります。）  
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（３） 健やかサロン（橿原教室・応用科） ⇒ 橿原教室２期生 

基礎科修了生１２名全員が応用科に進まれます。会場については、健やか奈良支援財団の解散に関連し

て、本年度は、月４回教養文化室を優先使用させて頂けることとなり、基礎科および応用科の講座で使

用します。 

また、講座内容は、基本的には昨年度の講座内容と同じですが、これまで使用していたテキストについ

ては、部外の方から著作権上問題がありとのご指導いただいており、Windows７（Office2010）ベースで

テキストの改版を行います。 

（４） 健やかサロン（橿原教室・基礎科） ⇒ 橿原教室３期生 

本年度の募集に当たっては、中垣さんから橿原市役所に働きかけて

頂き、「橿原市広報(３月号)」の“掲示板”ページの冒頭に募集案

内を掲載して頂きました。また、昨年同様に健やか奈良支援財団か

らまほろばシニアリーダーカレッジー（９期生）に募集パンフレッ

トの配布をして頂くとともに「すこやかなら（春号）」に募集案内

を掲載して頂きました。なお、募集パンフレットの配布に際しては、

ＰＶＣ六樹会の会員および健やかサロン受講生のご協力を得たこと

は言うまでもありません。 

応募状況は、２６名の方から応募はがきを受領しました。３月１４

日に役員会を開催して、応募状況の説明を行うとともに開催に向け

て意識合わせを行いました。募集要項に「概ね６０歳代」を明記し

て募集を行いましたが、２名の７４歳の方の応募があり、その方の

取扱いと受講人数について議論をして、受け入れは１６名とするが、

７４歳のお二人にも事前に募集要項の説明を行い、関連資料を送る

こととして、１８名の方に詳細な案内文書をお送りしました。なお、

応募者２０名を超えた３月１０日以降の電話照会者には、募集定員

を上回っている旨を説明してお断りしました。また、今年の「すこ

やかなら」の配布が３月末であった関係もあり、４月に入っても１

名の方から応募はがきを受領するとともに、電話照会も数件ありま

した。 

受講生確定までには、様々な動きかありました。まず、１８名の方からは、ＸＰのため辞退された方が

２名、パソコンを買ってでも参加を希望されていたがいざパソコンを購入する段階で辞退され方１名、

そして７４歳の方が１名と、合計４名の方が辞退されました。補欠の方２名に電話確認の上、詳細な資

料をお送りしましたが、１名の方が辞退の旨のアンケートが帰ってきました。今一度、補欠者１名の方

に案内を出し、最終的に１６名が決定しました。 

講座内容については、昨年度と同様ですが、著作権の関係もあり、応用科のテキスト同様に、全面的に

テキストの改版を行って、講座を進める予定です。 

（５） 健やかサロン（宇陀教室・応用科） ⇒ 宇陀教室１期生 

１１名の方が基礎科終を終えられましたが、修了時に応用科への進級を確認したところ、３名の方が時

間的な理由から辞退されました。結果的に、橿原教室で基礎科に変わられていた方を含めて、４月６日

に９名でスタートしました。会場は、引き続き、宇陀市中央公民館・榛原分館であり、ＷＩＭＡＸのサ

ービス開始もあり、インターネット環境を整備して、第１回の講座を終えました。 

講座内容は、橿原教室・応用科と同じです。 

（６） 宇陀市中央公民館主催パソコンサロン ⇒ 宇陀教室２期生 

昨年秋に、１月以降の基礎科の会場確保とともに、宇陀市においてもＷＩＭＡＸのサービス開始が見込

まれるため、本年度の会場を「宇陀市商工会館」から「宇陀市中央公民館・榛原分館」に変更したく、

長浜さんが中央公民館館長の増田さんと情報交換を行いました。増田さんに活動内容について説明を行
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ったところ、我々の活動、特にマイパソコンでの講座開催に非常に興味を持って頂き、基礎科の講座見

学をして頂きました。そして、会場確保が容易になるために、名を捨てて身を取って、中央公民館主催

を提案したところ、増田さんが関係部局と調整を行い中央公民館主催が決定しました。そして、２月２

４日に正式に講師派遣の文書を受領しました。 

講座内容、講座の進め方及び運営方法は、橿原教室・基礎科と同じですが、あくまでも宇陀市中央公民

館主催であり、我々は講師・サポー

タの派遣ですから、心して対応をす

る必要があります。 

なお、４月９日に募集開始して、十

数分で１９名の方の申し込みがあり、

受講者および補欠者の連絡を１１日

に頂きました。（宇陀地区での受講

希望者は、潜在的に非常に多いので

はないでしょうか。）今後、詳細な

案内文書をお送りして、最終的に１

６名の受講者を決定し、５月１８日

に講座開始します。 

（７） 健やかサロン（香芝教室・基礎科） ⇒ 香芝教室１期生 

この１月、松本さんが六樹会サロンに参加される電車の中で、偶然知り合いに出会い、六樹会サロンに

出向く話をしたところ、同行のハイキングサークルの仲間が今一度パソコンを学びたいとの要望の話を

受けました。早速、役員会にかけ、一定の人数が確保できれば、念願であった西和地区での教室開催を

することにしました。 

このサークルのメンバーは、パソコンを学んでいたのですが、何らかの理由により中断していた様で、

今一度、これまでの講師と相談をすると再開されることになったようで、話は白紙に戻りました。が、

このサークルと関連する香芝市のサークルメンバーが是非パソコンを学びたいと再び松本さんに話があ

りました。 

３月２７日に、このサークルのリーダである河内さんと、香芝市中央公民館で、開催に向けて打ち合わ

せをしました。お話を聞くと、河内さんは、すでに４月５月の第２・第４月曜日に香芝市中央公民館を

予約しているとのことで、その意気込みに圧倒されたのですが、何分受講希望者は６名であり、別途、

一般募集をして一定の受講生の確保をすれば開催することをお約束しました。早急に、受講予定者の提

出をお願いしたところ、１１名の紹介があり、詳細な資料をお送りするとともに開催に向けて、動きだ

しました。 

六樹会サロンで募集パンフレットの配布を依頼したところ、笹尾さんが、市役所・福祉センタ・図書館・

二上博物館等にお話をして頂き、募集パンフレットを配布しました。また、４月４日の健やかサロン橿

原教室・応用科で香芝市の受講生にお願いをしたところ当日中に２名の参加希望をお聞きしました。 

４月１３日現在、１４名の方の申し込みがあり、これを軸に受講生を決定して、５月１４日の講座開催

について、動きたいと思います。 

（８） 活動日程について 

平成２４年度の活動日程表を、別紙３に示します。 

（９） その他 

昨年度の活動状況及び本年度の活動方針において、受講生の動向等について長々と記述しましたが、記

録として残すとともに、本当にパソコンを学びたい方にパソコンを学んで頂くためには、どの様な募集

を行い、どの様な講座を進めればよいか、健やかサロンの運営について意識合わせをしたく、あえて記

述しました。 
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ご存知のとおり、パソコンを学ぶためには、マイパソコンの準備とともにインターネット設備が必要で

す。２年間の健やかサロンを受講して頂いた場合、総費用は２５万円から３０万円が必要です。（本年

度の募集においても、約半数の方が新たにパソコンを購入して参加されます。）これらの大金をかけて

受講される方々には、キチンと対応する必要があります。そのために、安易に受講申し込みをされた方々

にパソコンは一般の学びごととは異なることをお知らせして、お互いに不幸とならないためには、受講

生の選別は致し方ないと考えています。 

また、健やかサロンを開催していくためには、会員の技術向上が必要であり、六樹会サロンとともに、

健やかサロンに聴講生として、自由に参加・傍聴をして頂き、自ら研鑚されることを期待します。 

<<第５号議案>>. 平成２４年度予算案（案）について 

平成２４年度の予算案を下記に示す。 

１．収入の部 

収入項目 金  額 備  考 

PVC 六樹会会費 17,000  年会費・15 名×1,000 円・入会金 2.000 円 

橿原教室参加費 806,400  基礎 16 名×19,200 円・応用 12 名×19.200 円研修 14 名×19.200 円 

宇陀教室参加費 480,000  基礎 16 名×19.200 円・応用 9 名×19.200 円 

香芝教室参加費 211,200  基礎 11 名×19.200 円 

雑収入 1,000  預金利息等 

前年度繰越金 21,644    

合計 1,537,244    

２．支出の部 

支出項目 金  額 備  考 

教室使用料 120,000  榛原総合センタ・県福祉センタ.等 

テキスト作成費等 290,000  各教室（基礎・応用・ＣＤ・インターネット等） 

講師費用 168,000  橿原・宇陀・六樹会・香芝各教室(計 168 回×1.000 円) 

活動補助費 828,000  橿原・宇陀・香芝各教室（1 講座 1 回×1,500 円） 

運営費 97,140  ボランティア保険・総会・備品・事務連絡等 

予備費 34,104    

合計 1,537,244    

<<第６号議案>>. 役員の改選および会則の変更について 

昨年度の実質的な役員体制に準じて、本年度も同じ役員体制で進みたいと思い、役員の役割分担を明確にし

て、次のとおり提案します。とともに、会則の変更を提案します。 

役職名 氏     名 

代表 横尾 敏雄 

事務局長 鎌田  洋 

書記（宇陀教室担当） 長浜 康彦、松本はるみ 

書記（香芝教室担当) 松本久美子 

会計 中垣  修 

会計監査 飯田 和代、笹尾 裕久 
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ＰＶＣ六樹会パソコンサロン会則 

第１章  総則 

（名称） 

第１条 本会は、「ＰＶＣ六樹会パソコンサロン」と称する。 

（事務所） 

第２条 本会の事務所は、事務局長宅に置く。 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 パソコンに興味を持つ会員が、相互の連帯と協調性を持ちパソコンのスキル向上を図り、お互いの

習熟度の連携により、パソコン普及のためにボランティアサークルとして活動を行う。 

この活動を通して、高齢者同士の交友範囲を広げ、生き甲斐と活力をもって暮らせる長寿社会づく

りに寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、第３条の目的を達成するため、次に上げる事業を行う。 

１、地域との連携によるパソコン普及活動。 

２、パソコンの教養を高め、日常生活を豊かにする為の活動。（学習講座、見学研修会等） 

３、会員相互の親睦を深めるための行事。（親睦会、小旅行等） 

４、（財）健やか奈良支援財団が実施する事業への参加協力。 

５、その他第３条の目的を達成する為に必要な活動。 

第３章 会員 

（会員） 

第５条 本会の会員は第３条の目的意識を有し、賛同する個人で構成する。 

（入会） 

第６条 会員の入会については、特に条件を定めず、別に定める入会申込書により申し込むものとする。 

（入会金及び会費） 

第７条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。 

（会員の資格の喪失） 

第８条 会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。 

１、退会届を提出された時。 

２、第３条の目的に反した時。 

３、正当な理由なく、会費を滞納した時。 

第４章 役員等 

（種別） 

第９条 本会に次の役員を置く 

代表    １名（本会を代表して業務を遂行する。） 

事務局長  １名（代表を補佐し、会の円滑な運営を行う。） 

書記    ３名（事務局長を補佐し活動の記録事務、文書の作成を行う）２名 ⇒ ３名に変更 

会計    １名（会の経理を行う。） 

会計監査  ２名（会計事務を監査並びに監査報告を行う。） 

（選任） 

第１０条 役員は総会において会員で互選し、会員の承認を得て選出する。 

（任期） 

第１１条 役員の任期は 1年とする。但し、再任は妨げない。 

第５章 総会 
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（種類） 

第１２条 総会は代表が招集し、議長は出席者の中から選出する。 

１、通常総会は、毎年 1回開催する。 

２、臨時総会は、会員の過半数又は役員会が必要と認めた場合開催する。 

（開催） 

第１３条 総会は会員総数の１／３の出席がなければ開催できない。  

（ 権能） 

第１４条 総会は以下の事項について議決する。 

１、会則の変更 

２、合併及び解散 

３、事業計画及び収支予算並びにその変更 

４、事業報告及び収支決算 

５、役員の選任または解任 

６、会費の額 

７、その他運営に関する事項 

（総会の議決） 

第１５条 議決は出席メンバーの過半数以上の賛成で決定する。賛否同数の場合は議長が決する。 

第 6章 役員会 

（構成） 

第１６条 役員会は代表、事務局長、書記、会計で構成し、総会につぐ議決機関である。 

（開催） 

第１７条 役員会は、必要に応じ代表が召集し、代表が議長を務める。 

（権能） 

第１８条 役員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

Ⅰ、総会に付議すべき事項 

２、総会の議決した事項の執行に関する事項 

３、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

４、会員の意見の聴取に関する事項 

（議決） 

第１９条 役員会は、構成メンバーの２／３以上の出席をもって成立し、議決は出席メンバーの過半数以上

の賛成で決定する。賛否同数の場合は議長が決する。 

第 7章 経理  

（会費等） 

第２０条 本会の経理は、次に掲げるものをもって、これにあてる。 

１、会の運営費は、入会金、年会費、その他の収入を持って、これにあてる。 

２、行事に伴う費用は、その都度参加者の負担とする。 

３、いかなる場合においても、入会金等については、一切返還しない。 

（会計年度） 

第２１条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

付  則 

１. この会則は平成２２年２月１７日から実施する。 

２. この会則は平成２３年４月１３日から実施する。 

３. この会則は平成２４年４月１８日から実施する。 

 


